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総   括 
１ 沿 革 
 
昭和13年 9月 8日 

昭和14年 9月 1日 

 

昭和18年 4月 1日 

昭和29年10月15日 

昭和31年 4月 1日 

昭和33年 4月 

昭和34年10月24日 

 

昭和35年 9月 2日 

昭和41年 4月 1日 

 

昭和43年 6月30日 

昭和46年 8月 1日 

 

昭和47年 6月30日 

昭和51年 6月30日 

昭和52年 4月 1日 

昭和59年 6月 7日 

平成元年11月10日 

平成 4年 4月 1日 

 

平成 7年 4月 1日 

平成 9年 4月 1日 

 

平成12年 4月 1日 

 

平成16年 4月 1日 

 

 

 
平成17年 4月 1日 

 
平成20年 4月 1日 

 

 

 

 

平成22年 1月22日 

 

平成24年 4月 1日 

設置認可。  

東葛飾郡松戸町南花島 105 番地に県内 2番目の保健所として開設。 

（県有地 1,036 平方メートル、木造スレート葺一部 2階建 493 平方メートル） 

松戸町、高木村、馬橋村合併。松戸市制施行。 

小金町の一部編入。 

沼南村の一部編入。 

不慮の火災により全焼。 

松戸市竹ヶ花字拾石 45の 29 番地に再建する。 

（鉄筋一部 2階建 656 平方メートル、工費 1,133 万 7 千円） 

型別人口別ＵＲ（都市・農漁村中間型） 

柏保健所が新設され、当時の柏市、流山町、我孫子町、沼南町がその管轄となったた

め、当所管内は松戸市一市となる。 

型別人口別Ｕ-3（都市型、人口 12.5～17.5 万） 

松戸市小根本 7 番地に東葛飾支庁・教育庁東葛飾地方出張所・水道局松戸営業所との

合同庁舎を建設。(保健所延床面積 970 平方メートル) 

型別人口別Ｕ-2（都市型、人口 17.5～25 万） 

型別人口別Ｕ-1（都市型、人口 25万以上） 

衛生課を食品衛生課と環境衛生課に分割して 5課体制となる。 

日本公衆衛生学会より衛生教育奨励賞受賞｡(家庭看護教室) 

創立 50 周年記念式典を開催。 

事務室を合同庁舎の 2階と 6階へ分割。 

食品衛生課、環境衛生課の 2課を 6階事務室へ移転。 

食品衛生課、環境衛生課の 2課を 6階から 4階事務室へ移転。 

組織改編により従来の 5 課体制から総務課・企画調整班・地域指導班・疾病対策班・

精神保健福祉班・検査班・食品衛生班・環境衛生班の 1課 7班体制となる。 

組織改編により 1 課 7 班体制から総務課・企画調整班・地域指導課・疾病対策課・精

神保健福祉課・検査課・生活衛生課の 6課 1班体制となる。 

組織改編により東葛飾支庁社会福祉課と保健所の統合が行われる。これにより名称が

「松戸健康福祉センター（松戸保健所）」となり、それまでの 6課 1班体制から総務企

画課・地域保健福祉課・精神保健福祉課・健康生活支援課・監査指導課の 5 課体制と

なる。健康生活支援課の一部(旧生活衛生課)及び監査指導課を 5階事務室に配置。 

組織改編により 5 課体制から総務企画課・地域保健福祉課・健康生活支援課・監査指

導課の 4課体制となる。健康生活支援課を 5階事務室、他の 3課を 2階事務室に配置。 

柏市の中核市移行に伴い、流山市及び我孫子市が当センターの管轄となる。これに伴

い我孫子市保健センター内に「松戸保健所我孫子連絡所」を設置した。また、組織改

編により 4 課体制から総務企画課、地域保健福祉課、健康生活支援課、検査課、監査

指導課、食品機動監視班の 5課 1班体制となる。健康生活支援課・食品機動監視班を 5

階事務室、監査指導課を 3階事務室、他の 3課を 2階事務室に配置。 

合同庁舎（センター部分）耐震工事完了。これに伴い健康生活支援課・検査課・監査

指導課・食品機動監視班を 3階事務室、他の 2課を 2階事務室に配置。 

組織改編により 5 課 1 班体制から総務企画課、地域保健福祉課、健康生活支援課、検

査課、監査指導課、食品機動監視課の 6課体制となる。 

平成25年 4月 1日 

 

組織改編により 6 課体制から総務企画課、地域保健課、地域福祉課、疾病対策課、生

活衛生課、検査課、監査指導課、食品機動監視課の 8課体制となる。 

 



  
 
 
 

２ 概 要 
 

当健康福祉センター（保健所）は

轄している。松戸市、流山市は西に江戸川をはさんで埼玉県、東京都と隣接し、我孫子市は北に利根

川をはさんで茨城県と隣接している。

当該区域は、都心から鉄道で約

として発展してきた。武蔵野線や常磐線などの沿線には高層住宅や一般住宅が立ち並び、平成

月には北総開発鉄道（現北総鉄道）が開通、

している。 

管内人口は平成 27年 4月 1 日現在

年度から増加に転じている。 

 

 

３ 管内の状況 

 
 (1) 管内の人口等の状況 

   表３－(1) 管内人口等の状況

区 分 
世 帯 数

(世帯) 

管     内 340,117

松  戸  市 

流  山  市 

我 孫 子 市 

214,5

71,006

54,598

県 総 数 

対全県比割合  

 2,618,6

(13.0％

 (注)１ 世帯数及び人口は平成

   ２ 面積は国土地理院「平成

  

 
   図３－(1) 管 内 図 
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当健康福祉センター（保健所）は千葉県の北西部に位置し、松戸市、流山市、我孫子市の

いる。松戸市、流山市は西に江戸川をはさんで埼玉県、東京都と隣接し、我孫子市は北に利根

川をはさんで茨城県と隣接している。 

当該区域は、都心から鉄道で約 30 分～40 分という交通事情から、首都圏へ通勤する人々の住宅地

として発展してきた。武蔵野線や常磐線などの沿線には高層住宅や一般住宅が立ち並び、平成

月には北総開発鉄道（現北総鉄道）が開通、さらに平成 17年 8月には「つくばエクスプレス」が開通

日現在 786,262 人である。平成 24 年度は減少傾向にあったが

管内人口等の状況 

数 

 

人 口 

（人） 

人 口 密 度 

（人／k ㎡） 

117 786,262 5,622.2 

513 

006 

598 

481,961 

173,231 

131,070 

7,852.1 

4,904.6 

3,037.5 

657 

％) 

6,198,470  

(12.7％) 

1,201.8  

(4.68 倍) 

世帯数及び人口は平成 27 年 4 月 1 日 千葉県毎月常住人口調査による

成 26年全国都道府県市区町村別面積調」による。

 

松戸市、流山市、我孫子市の 3 市を管

いる。松戸市、流山市は西に江戸川をはさんで埼玉県、東京都と隣接し、我孫子市は北に利根

、首都圏へ通勤する人々の住宅地

として発展してきた。武蔵野線や常磐線などの沿線には高層住宅や一般住宅が立ち並び、平成 3 年 4

には「つくばエクスプレス」が開通

減少傾向にあったが、平成 25

 

 

面 積 

（k ㎡） 

139.85 

61.38 

35.32 

43.15 

 5,157.64 

(2.71％) 

千葉県毎月常住人口調査による。 

国都道府県市区町村別面積調」による。 
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(2) 管内人口の年齢構成 

管内人口の年齢構成は、表３－(2)のとおりで平成 27年 4月 1 日現在の年齢 3区分によると、0

歳～14 歳までの年少人口の割合は 12.8％、15 歳～64 歳までの生産年齢人口は 62.7％、65歳以上

の老年人口は 24.5％で、高齢化が進んでいる。 

管内の平成 27年 4月 1日現在の年齢 5歳階級別人口構成は図３－(2)のとおりである。 

表３－(2) 年齢構成の推移                        （単位:人） 

 

年 総人口 

 
年少人口 

0 歳～14 歳 

 
生産年齢人口 

15 歳～64 歳 

 
老年人口 

65 歳～ 

 

不詳 

 

％ ％ ％ ％ ％ 

管 
 

内 

 7 445,156 100 68,459 15.4 337,165 75.7 38,806 8.7 726 0.2 

12 464,841 100 65,546 14.1 341,488 73.5 56,683 12.2 1,124 0.2 

17 472,579 100 64,406 13.6 328,908 69.6 76,971 16.3 2,294 0.5 

22 782,458 100 97,751  12.5 499,529 63.8 165,676 21.2 19,502 2.5 

27 794,519 100 101,910 12.8 498,107 62.7 194,502 24.5 - - 

松
戸
市 

22 484,457 100 58,921 12.1 310,363 64.1 100,597 20.8 14,576 3.0 

27 487,919 100 60,511 12.4 310,639 63.7 116,769 23.9 - - 

流
山
市 

22 163,984 100 22,112 13.5 107,576 65.6 33,808 20.6 488 0.3 

27 173,556 100 24,855 14.3 107,642 62.0 41,059 23.7 - - 

我
孫
子
市 

22 134,017 100 16,718 12.5 81,590 60.9 31,271 23.3 4,438 3.3 

27 133,044 100 16,544 12.4 79,826 60.0 36,674 27.6 - - 

県 
総 

数 

 7 5,797,782 100 915,719 15.8 4,224,738 72.9 651,789 11.2 5,536 0.1 

12 5,926,285 100 842,534 14.2 4,235,925 71.5 837,017 14.1 10,809 0.2 

17 6,056,462 100 819,348 13.5 4,154,600 68.6 1,060,343 17.5 22,171 0.4 

22 6,216,289 100 799,646  12.9 4,009,060 64.5 1,320,120 21.2 87,463 1.4 

27 6,254,359 100 795,693 12.7 3,911,500 62.5 1,547,166 24.7 - - 

 (注)１ 平成 7年、平成 12年、平成 17 年、平成 22年は国勢調査、平成 27年は千葉県年齢別・町

丁字別人口（平成 27 年 4月 1 日現在）による。 

      ２ 平成 20年 4月 1 日から 管轄区域が、松戸市・流山市・我孫子市となっている。 
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(注) 数値は千葉県年齢別・町丁字別人口による 
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図３－(2) 年齢 5歳階級別人口構成図(平成 27年 4 月 1日現在、単位：人) 
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４ 歴代所長 
表４ 歴代所長 

   【松戸保健所長】        

初 代  聖 成   稔  就任 昭和 14 年 9 月 11 日  

2 代  市 川 行 正   昭和 17 年 8 月 5 日  

3 代  村 田 四 郎 (兼)  昭和 18 年 5 月 27 日  

4 代  北 沢 吉 郎   昭和 18 年 9 月 3 日  

5 代  藤 田 静 夫   昭和 18 年 10 月 21 日  

6 代  北 沢 吉 郎   昭和 18 年 11 月 19 日  

7 代  藤 田 静 夫 (兼)  昭和 19 年 3 月 11 日  

8 代  足 立 亨太郎   昭和 19 年 9 月 27 日  

9 代  市 川 行 正   昭和 20 年 12 月 4 日  

10 代  大 石   巌   昭和 24 年 4 月 1 日  

11 代  鷺 谷 健 次   昭和 24 年 11 月 10 日  

12 代  大 石   巌   昭和 29 年 4 月 23 日  

13 代  広 山 保 男 (兼)  昭和 33 年 3 月 13 日  

14 代  坂 口 孝友郎   昭和 33 年 5 月 1 日  

15 代  高 塚 太 吉   昭和 36 年 5 月 1 日  

16 代  広 山 保 男   昭和 40 年 6 月 1 日  

17 代  伊 藤 み よ   昭和 43 年 4 月 1 日  

18 代  坂 口 孝友郎 (兼)  昭和 47 年 5 月 11 日  

19 代  佐 藤 美 恵   昭和 48 年 4 月 1 日  

20 代  丸 山 正 雄   昭和 50 年 5 月 17 日  

21 代  稲 田 正 實 (兼)  昭和 55 年 4 月 1 日  

22 代  安 藤 俊 朗   昭和 57 年 4 月 6 日  

23 代  片 桐   優   昭和 60 年 4 月 11 日  

24 代  山 田 裕 巳   昭和 62 年 4 月 1 日  

25 代  服 部 隆 男   平成 2 年 4 月 1 日  

26 代  鈴 木 弘 一   平成 6 年 4 月 1 日  

27 代  野 島 尚 武   平成 10 年 4 月 1 日  

28 代  土 戸 啓 史   平成 13 年 10 月 1 日  

   【松戸健康福祉センター長（兼松戸保健所長）】    

29 代  安 藤 由記男   平成 16 年 4 月 1 日  

30 代  髙 地 刀志行   平成 17 年 4 月 1 日  

31 代  中 川 晃一郎   平成 19 年 4 月 1 日  

32 代  井 上 孝 夫   平成 23 年 4 月 1 日  

33 代  新   玲 子   平成 24 年 4 月 1 日  

34 代  児 玉 賀洋子   平成 26 年 4 月 1 日  
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５ 健康福祉センター（保健所）健康相談及び業務内容 

 

表５ 健康相談及び検査の日                  （平成27年8月1日現在） 

区 分 曜 日 時 間 備 考 

思 春 期 個 別 相 談  

年 12回 

（医学：年 6回） 

（心理：年 6回） 

 

14:00～17:00 

13:30～15:30 

※予約制（地域保健課） 

不妊相談 

来 所 

原則第 2火曜日 

（8月・2月は第

2月曜日） 

13:00～15:00 ※予約制（地域保健課） 

電 話 原則第 2火曜日 9:00～11:30 専用電話（地域保健課） 

ＤＶ相談 

来 所 毎週金曜日 

9:00～17:00 

※予約制（地域福祉課） 

電 話 月～金曜日 専用電話（地域福祉課） 

障害のある

人への差別

に関する 

相談 

電 話 月～金曜日 9:00～17:00 専用電話（地域福祉課） 

精神保健 

福祉相談 

こころの健康相談 

第 1火曜日 

第 3月曜日 
14:00～16:00 

※予約制（地域保健課） 

不定期 応相談 

酒 害 相 談  第 3木曜日 14:00～16:30 ※予約制（地域保健課） 

結核管理・接触者検診  月 2回 － 
対象者に通知 

（疾病対策課） 

被 爆 者 健 診 年 2回 － 
対象者に通知 

（疾病対策課） 

ＨＩＶ 

抗体検査 

日中検査 第 1,3 火曜日 13:30～14:30 
※予約制（疾病対策課） 

結果は HIV のみ 1-2 時間後 

夜間検査 第 3火曜日 17:30～19:00 
※予約制（疾病対策課） 

結果は 2週間後 

希望により、梅毒・クラミジア・B型肝炎・C型肝炎の検査も受けられる。 

腸 内 細 菌 検 査 (検 便 )  毎週水曜日 9:00～11:00 
有料  （検査課） 

結果は翌週の木曜日以降 

飼い犬・飼い猫の引き取り － － 
※予約制 有料 

（生活衛生課） 

(注)１ ※印は、電話で予約のこと。 

２ ｢国民の休日｣「振替休日」等の執務をしない日を除く。 

３ 備考に記載のないものは無料。 
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６ 各種委員会  

 

(1) 健康福祉センター運営協議会 

地域保健法第 11 条及び千葉県行政組織条例第 28条の規定により設置されたもので、健康福祉セ

ンター所管区域内の地域保健及び地域福祉並びに健康福祉センターの運営に関する事項を審議す

る。 

委員は、市、医療関係団体、福祉関係団体、学識経験者、並びにその他の関係機関及び団体の代

表者のうちから知事が任命する。委員の任期は 2年である。 

 

表６－(1) 千葉県松戸健康福祉センター運営協議会委員名簿  （平成26年11月20日現在） 

役職名 現  職  名 氏   名  

委員 松 戸 市 長 本 郷 谷  健  次 

〃 流 山 市 長 井 崎 義 治 

〃 我 孫 子 市 長 星  野  順 一 郎 

〃 松 戸 市 医 師 会 長 和 座 一 弘 

〃 流 山 市 医 師 会 長 横 田 勝 正 

〃 我 孫 子 医 師 会 長 瀬 理  純 

〃 松 戸 歯 科 医 師 会 長 渡 辺 勝 久 

〃 流 山 市 歯 科 医 師 会 長 斉 藤 又 次 

〃 我 孫 子 市 歯 科 医 師 会 長 高 橋 千 明 

〃 松 戸 市 薬 剤 師 会 長 佐 藤 勝 巳 

〃 千 葉 県 看 護 協 会 松 戸 地 区 部 会 長 齋 藤 洋 子 

〃 東 葛 地 域 獣 医 師 会 監 事 播  谷  久 美 子 

〃 松戸市民生委員児童委員協議会副会長 小  島  可 代 子 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 河 上  茂 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 川 井 友 則 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 本 清 秀 雄 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 藤 井 弘 之 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 秋 林 貴 史 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 松 戸 隆 政 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 湯 浅 和 子 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 武 田 正 光 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 小 宮 清 子 

〃 千 葉 県 議 会 議 員 今 井  勝 

〃 松 戸 保 健 所 管 内 食 品 衛 生 協 会 長 三 品 忠 夫 
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(2) 感染症診査協議会 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第 24条に基づき設置している。 

 

表６－(2) 千葉県松戸保健所感染症診査協議会委員名簿     (平成 27 年 4月 1日現在） 

現 職 名 氏 名 

髙 江 医 院 院 長 髙 江 四 郎  

国 保 松 戸 市 立 病 院 小 児 科 部 長 小 森 功 夫  

国 保 松 戸 市 立 病 院 内 科 部 長 船 橋 秀 光  

法 律 に 関 し 学 識 経 験 を 有 す る 者 伊 見 真 希  

医療及び法律以外の学識経験を有する者 山 口 文 代  
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７ 機構並びに事務内容 

図７－１ 機構並びに事務内容               （平成26年10月1日現在） 

    

総務企画課 

  

１ 庶務、人事、文書収受及び財産に関すること。 

２ 予算、決算、経理及び物品会計に関すること。 

３ 給与、旅費、共済組合及び職員の福利厚生に関すること。 

４ 医療監視及び医療関係の許認可と諸届等に関すること。 

５ 薬事法、薬剤師法、毒物・劇物取締法に関すること。 

６ 献血推進に関すること。 

７ 医療施設動（静）態調査、病院報告、医師・歯科医師・薬剤師調査及び看護職

員業務従事者届等に関すること。 

８ 地域保健の総合的推進に係る企画調整に関すること。 

９ 地域保健医療連携会議及び地域保健医療計画に関すること。 

10 健康福祉センター運営協議会、保健福祉サービス調整推進会議に関すること。 

11 広報・啓発活動の総合調整に関すること。 

12 人口動態調査及び衛生上の統計調査に関すること。 

13 地域保健臨床研修及び学生実習の調整に関すること。 

14 地域防災に関すること。 

15 我孫子連絡所に関すること。 

    

（9 名） 

  

        

    

地域保健課 

  

１ 保健活動(災害時を含む)に関すること。 

２ 母子保健(小児慢性特定疾患治療研究費申請・不妊相談等)に関すること。 

３ 成人・老人保健、地域職域連携推進事業に関すること。 

４ 健康づくり・栄養改善事業に関すること。 

５ 調理師法・給食施設に関すること。 

６ 歯科保健事業に関すること。 

７ 一人ひとりに応じた健康支援事業に関すること。 

８ 精神保健福祉法に関すること。 

９ 精神保健福祉相談及び援助に関すること。 

10 総合的な自殺対策推進事業に関すること。 

    

（17 名） 

  

        

セ ン タ ー 長 

(兼)保健所長(技)  

副センター長 
(兼)保健所次長(事) 
 

副センター長 

(兼)保健所次長(技) 

 

副センター長 

(兼)保健所次長(技) 
 

 

   

地域福祉課 

  

１ ひとり親家庭等福祉に関すること。 

２ 特別児童扶養手当に関すること。 

３ 戦傷病者・戦没者遺族等の援護業務に関すること。 

４ 民生（児童） 委員及び主任児童委員に関すること。 

５ 高齢者・障害者の福祉に関すること。 

６ 配偶者暴力相談支援センター業務に関すること。 

７ 特定不妊治療助成事業に関すること。 

   

（5 名） 

  

       

   
疾病対策課 

  
１ 結核予防事業に関すること。 

２ 感染症予防事業に関すこと。 

３ エイズ対策事業に関すること。 

４ 特定疾患対策事業に関すること。 

５ 原爆被爆者対策事業に関すること。 
   

（13 名） 
  

        

    

生活衛生課 

  

１ 食品衛生法の施行に関すること。 

２ 製菓衛生師法の施行に関すること。 

３ ふぐの取扱い等に関する条例の施行に関すること。 

４ 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。 

５ 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること。 

６ 狂犬病予防法の施行に関すること。 

７ 理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、興行場法、公衆浴場法の

施行に関すること。 

８ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律、衛生害虫等並びに住居衛生の

相談に関すること。 

９ 化製場等に関する法律の施行に関すること。 

10 千葉県遊泳用プール行政指導指針に関すること。 

    

（13 名） 

  

        

    
検査課 

  
１ 赤痢菌・チフス菌・腸管出血性大腸菌などの腸内細菌検査に関すること。 

２ 感染症・食中毒発生に伴う原因菌検査に関すること。 

３ 食品の細菌検査に関すること。 

４ エイズ・梅毒・クラミジアなどの抗体検査に関すること。 
    

（7 名） 
  

        
    食品機動監視課  

 
食品の製造施設・卸売市場・大規模小売店舗・特定給食施設に対する監視指導と

食品収去検査に関すること。     （4 名）  

        
    監査指導課   

社会福祉法人等の指導・監査に関すること。 
    （8 名）   
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表７－(1)－１ 職員数 

(平成 26年 10 月 1日) 

 

課   名 

 

 

 

 

職 種 名 

課      別 

セ

ン

タ

ー

長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

総

務

企

画

課 

地

域

保

健

課 

地

域

福

祉

課 

疾

病

対

策

課 

生

活

衛

生

課 

検

査

課 

食
品
機
動
監
視
課 

監

査

指

導

課 

計 

計 1 3 9 17 5 13 13 7 4 8 80 

事 務 職 員  1 4 7 5 4    8 29 

技 術 職 員 1 2 5 10  9 13 7 4  51 

技

術

職

員

の

内

訳

 

医      師 1           1 

獣   医   師       9  1  10 

薬   剤   師  1 3     1    5 

保   健   師  1  8  8     17 

看   護   師           - 

管 理 栄 養 士    2   1     3 

臨 床 検 査 技 師    1    1 6 2   10 

診療放射線技師      1      1 

精神保健福祉士    5        5 

その他の技術職員   1    2  1   4 

再 食品衛生監視員 1 1     11  4  17 

掲 環境衛生監視員 1 1     12  2  16 

職 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 
 
 
 
 
 
 
 
 

別 

ｾﾝﾀｰ長(兼)保健所長 1           1 

副ｾﾝﾀｰ長(兼)保健所次長  3          3 

課 長   ※ 1 1 1 1 1 1 1  7 

主 幹            - 

副 主 幹   1 1  1 3  1 4 11 

主 査   1  2 2 1   2  8 

(上席)精神保健福祉相談員    5        5 

上 席 専 門 員   2    1 2 1   6 

副 主 査   1         1 

専 門 員   1 1   2     4 

主任保健師・看護師    2  3      5 

主 任 技 師       1     1 

主     事   2 2 2 3    1 10 

技     師   1 5  3 4 4 1  18 

※ 総務企画課長は副センター長（事）が事務取扱となっている。 
※ 職員数は、実人員である。 


